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令和３年度 徳島県公立高等学校入学者選抜の基本方針

徳島県立の各高等学校及び徳島市立高等学校の令和３年度入学者選抜は，この基本方針

に基づいて実施する。

Ⅰ 全日制の課程

第１ 一般選抜

１ 実施校

城ノ内高等学校を除く高等学校全てで実施する。

２ 募集人員

募集定員から特色選抜及び連携型選抜の合格者数を減じた人数とする。

３ 選抜日程

別表１のとおりとする。

４ 出願

(1) 特色選抜又は連携型選抜に合格した者は出願することができない。

(2) ２以上の高等学校に出願することはできない。

(3) 志願先高等学校にある学科を，志望順に記して出願することができる。

(4) 全日制の課程と定時制の課程の併願はできない。

(5) 志願者は，出願締切後，志願変更することができる。

５ 選抜資料

必須資料については，全ての高等学校において用いることとし，選択資料につい

ては，各高等学校，学科の特色に応じて用いることができる。

(1) 必須資料

ア 調査書

(ｱ) 調査書は一般選抜学力検査と同等に扱う。

(ｲ) 各教科の学習の記録の評定

一般選抜学力検査を実施しない音楽，美術，保健体育及び技術・家庭の４

教科を重視する。

(ｳ) 各教科の学習の記録以外の記載事項についても，選抜の資料として活用す

る。

イ 一般選抜学力検査

実施教科は国語(作文を含む。)，社会，数学，理科，英語(リスニングテス

トを含む。）の５教科とする。

ウ 面接

個人面接又は集団面接のいずれかを実施する。
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(2) 選択資料

ア 実技検査

学科の特性に応じて実施する。

６ 選抜方法

(1) 各高等学校長は，必須資料及び選択資料による検査の結果などを資料とし，学

校の特色，志願してほしい生徒像などに基づき，当該高等学校・学科等の教育を

受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して選抜する。

(2) 自己申告書や副申書が提出された場合は，これを選抜の資料に加える。

(3) 選抜の手順

ア 第１次選考

調査書の「各教科の学習の記録」の評定が上位から募集人員の８０％以内に

いる者で，かつ，一般選抜学力検査の得点が上位から募集人員の８０％以内に

いる者について，面接等の結果，調査書の行動の記録も資料とし，総合的に選

考する。

イ 第２次選考

第１次選考の対象者以外の者全員について，調査書の「各教科の学習の記録」

の評定と一般選抜学力検査の得点の相関に留意して，総合的に選考する。その

際，面接等の結果，調査書の学習の記録以外の記載事項も考慮する。

(4) 第１志望以外の志願者の取扱い

選抜に当たっては，第１志望を優先し，第１志望者の中から合格者を決定する。

合格者が定員に満たない場合は，第１志望以外の志願者の中から選抜を行い合格

者を決定する。ただし，普通科，理数科，芸術科又は外国語科から，第１志望，

第２志望とする者のうち，第１志望不合格者については，第２志望の学科におい

て，その学科を第１志望とした者と同一基準において選考するが，その数は１０

人以内とする。

７ 通学区域

(1) 城東高等学校及び徳島県立学校規則に定める併設型高等学校を除く普通科の通

学区域は別表２に掲げる３通学区域とする。

なお，学区外からの合格者数は，特色選抜の入学予定者数と合わせ，第１学区

は学区内総募集定員の２０％以内，第２学区は１２％以内とし，第３学区は高等

学校ごとに，城南高等学校，城北高等学校，徳島北高等学校は募集定員の１２％

以内，徳島市立高等学校は８％以内とする。ただし，特色選抜においては，ＮＥＯ

徳島トップスポーツ校強化事業の指定校における指定競技による学区外からの

入学予定者については，この制限を適用しない。

(2) 城東高等学校，徳島県立学校規則に定める併設型高等学校，専門学科及び総合

学科の通学区域は，県内全域とする。
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第２ 特色選抜

１ 実施校

別に定める。

２ 出願要件等

(1) 出願要件

学校の特色，志願してほしい生徒像に基づき，スポーツ，文化活動，その他高

等学校が定める特色ある活動（以下「部活動等」という。）について，高等学校

ごとに出願要件を示す。ただし，体育科及び芸術科については，出願要件を別に

示すことができる。

また，活動実績等の基準を示す。

(2) 募集人員

ア 各高等学校の募集人員は，次に示す範囲内とし，高等学校ごとに示す。

(ｱ) 普通科は，募集定員の６％以内とする。

(ｲ) 専門学科（体育科及び芸術科を除く。）及び総合学科は，募集定員の１３

％以内とする。

(ｳ) 上記(ｱ)・(ｲ)による募集人員の計が８人未満になる高等学校は，８人以内

とする。ただし，県外から志願する者の合格者数が「人数制限なし」の高等

学校は，１２人以内とする。

イ 体育科及び芸術科の募集人員は，募集定員の１００％とする。

ウ ＮＥＯ徳島トップスポーツ校強化事業の指定校は，指定競技の募集人員を別

に定める。

３ 選抜日程

別表１のとおりとする。

４ 出願

(1) ２以上の高等学校に出願することはできない。

(2) 志願先高等学校にある当該選抜を実施する学科を，志望順に記して出願するこ

とができる。ただし，体育科と総合学科，又は，普通科と芸術科を，それぞれ志

望順に記して出願することはできない。

(3) 全日制の課程と定時制の課程の併願はできない。

５ 選抜資料

必須資料については，全ての高等学校において用いることとし，選択資料につい

ては，各高等学校の判断で用いることができる。

(1) 必須資料

ア 調査書

(ｱ) 各教科の学習の記録の評定

特色選抜学力検査を実施しない音楽，美術，保健体育及び技術・家庭の４

教科を重視する。
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(ｲ) 各教科の学習の記録以外の記載事項についても，選抜の資料として活用す

る。

イ 特色選抜学力検査

国語，社会，数学，理科，英語の５教科から出題する。

ウ 活動記録

部活動等の活動状況，活動実績，各種資格，中学校生活の状況について，選

抜の資料として活用する。

なお，活動実績・結果の評価については，２年生までを評価の対象とする。

エ 実技等

部活動等に係わる分野について実技や意見発表等を行う。

(2) 選択資料

ア 作文

志願してほしい生徒像，出願要件などと関連して，志願者の関心・意欲や能

力・適性等をみる作文を課す。

イ 面接

個人面接又は集団面接を行う。

６ 選抜方法

(1) 各高等学校長は，必須資料及び選択資料による検査の結果などを資料とし，学

校の特色，志願してほしい生徒像，出願要件などに基づき，当該高等学校・学科

等の教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して選抜する。

(2) 各高等学校長は，あらかじめ選抜資料の配点を定める。その際，調査書及び特

色選抜学力検査の配点の範囲は，それぞれ２０％以上とする。

(3) 自己申告書や副申書が提出された場合は，これを選抜の資料に加える。

７ 通学区域

(1) 城東高等学校及び徳島県立学校規則に定める併設型高等学校を除く普通科の通

学区域は別表２に掲げる３通学区域とする。

なお，学区外からの合格者数は，第１，第２学区は各学区内総募集定員の２％

以内とし，第３学区は高等学校ごとに募集定員の２％以内とする。ただし，ＮＥ

Ｏ徳島トップスポーツ校強化事業の指定校における指定競技による学区外からの

合格者については，この制限を適用しない。

(2) 城東高等学校，徳島県立学校規則に定める併設型高等学校，専門学科及び総合

学科の通学区域は，県内全域とする。

８ その他

生徒募集に係る部活動等における中学校・高等学校の連携については，別に定め

る。
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第３ 第２次募集選抜

１ 実施校

合格者が募集定員に満たない学科で実施する。

２ 出願

(1) 特色選抜，連携型選抜又は一般選抜に合格した者は出願することはできない。

(2) ２以上の高等学校に出願することはできない。

(3) 志願先高等学校にある第２次募集選抜を実施する学科を，志望順に記して出願

することができる。

(4) 全日制の課程と定時制の課程の併願はできない。

３ 選抜日程

別表１のとおりとする。

４ 選抜資料

必須資料については，全ての高等学校において用いることとし，選択資料につい

ては，各高等学校，学科の特色に応じて用いることができる。

(1) 必須資料

ア 調査書

イ 作文

ウ 面接

(2) 選択資料

ア 学校指定教科の検査

イ 実技検査

５ 選抜方法

(1) 各高等学校長は，必須資料及び選択資料による検査の結果などを資料とし，学

校の特色，志願してほしい生徒像などに基づき，当該高等学校・学科等の教育を

受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して選抜する。

(2) 自己申告書や副申書が提出された場合は，これを選抜の資料に加える。

６ 通学区域

通学区域は県内全域とする。

第４ 連携型選抜

徳島県立学校規則に定める連携型中学校から連携型高等学校への入学者選抜につ

いては，志望理由書の審査並びに学力検査（国語，社会，数学，理科，英語の５教

科から出題する。）及び面接の結果などを資料とし，学校の特色，志願してほしい

生徒像などに基づき，当該高等学校・学科等の教育を受けるに足る能力・適性等を

総合的に判定して選抜する。
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Ⅱ 定時制の課程

第１ 一般選抜

全日制の課程に準ずる。なお，通学区域は県内全域とする。

また，令和３年４月１日現在で満２０歳以上の者については，その申請により，

学力検査に代えて，作文を実施することができる。

第２ 特色選抜

全日制の課程に準ずる。なお，通学区域は県内全域とする。

第３ 第２次募集選抜

全日制の課程に準ずる。

Ⅲ その他

第１ 高等学校ごとに，学校の特色及び学科ごとの志願してほしい生徒像を，別に示す。

第２ 各高等学校の募集定員は，別に定める。

第３ 特別な事情により欠席が多い者及び調査書に評定が記載できない者に対する配慮

１ 特別な事情により欠席が多い者は，自己申告書を提出することができる。

２ 調査書に評定の記載ができない者については，中学校長は，副申書を提出しなけ

ればならない。

第４ 県外からの志願

県外に居住する者で，特別な事情があって，本県の全日制の課程の高等学校を志

願する場合は，出願に係る教育長の承認を受けなければならない。

第５ 海外帰国生徒等の選抜

海外帰国生徒等の選抜については，県教育委員会と協議し，弾力的に取り扱うこ

とができる。

第６ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は感染が疑われる者への対応

受検機会を確保するとともに，募集定員を弾力的に取り扱うこととし，別に定め

る。

第７ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により，方針を変更する場合もある。



日 曜 事　　　　項 日 曜 事　　　　項 日 曜 事　　　　項

1 金 1 月 1 月

2 土 2 火 2 火 一般選抜志願変更

3 日 3 水 3 水

4 月 4 木
特色選抜
連携型選抜 4 木

5 火 5 金 5 金

6 水 6 土 6 土

7 木 7 日 7 日

8 金 8 月 8 月

9 土 9 火 9 火 一般選抜(学力検査)

10 日 10 水 10 水 一般選抜(面接等)

11 月 11 木 11 木 追検査,追面接 

12 火 12 金 12 金

13 水 13 土
特色選抜結果通知
連携型選抜結果通知 13 土

14 木 14 日 14 日

15 金 15 月 一般選抜募集人員公表 15 月

16 土 16 火 16 火

17 日 17 水 17 水 一般選抜結果通知

18 月 18 木 18 木 第２次募集選抜募集人員公表

19 火 19 金 19 金

20 水 20 土 20 土

21 木 21 日 21 日

22 金 22 月 22 月 第２次募集選抜願書受付

23 土 23 火 23 火

24 日 24 水 24 水

25 月 25 木 一般選抜願書受付 25 木 第２次募集選抜

26 火
特色選抜願書受付
連携型選抜願書受付 26 金 26 金 第２次募集選抜結果通知

27 水 27 土 27 土

28 木 28 日 28 日

29 金 29 月

30 土 30 火

31 日 31 水

令和３年度徳島県公立高等学校入学者選抜関係日程

１　　月 ２　　月 ３　　月

別表１
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別表２

令和３年度 徳島県公立高等学校入学者選抜

全日制課程における普通科の通学区域

学区 高 等 学 校 区 域

１
小松島，富岡西，那賀， 小松島市，阿南市，勝浦町，上勝町，佐那河内村，

海部 那賀町，美波町，牟岐町，海陽町

鳴門，板野，阿波， 鳴門市，吉野川市，阿波市，美馬市，三好市，

２ 名西，阿波西，穴吹， 石井町，神山町，松茂町，北島町，藍住町，板野町，

脇町，池田 上板町，つるぎ町，東みよし町

３
城南，城北，徳島北， 徳島市

徳島市立

城東，富岡東，川島 全県

重複区域

下表の区域に保護者の住所がある生徒は，右の学区の高等学校に通学することができる。

区 域 通学できる学区

佐那河内村，松茂町，北島町，
第３学区

藍住町，神山町


